
事 務 連 絡 

令和６年９月 25 日 

 

 

 

別記関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める 

掲示事項等の一部改正等について 

 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管

課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 

  



［別記］ 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

公益社団法人 国民健康保険中央会 

公益財団法人 日本医療保険事務協会 

独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

独立行政法人 地域医療機能推進機構  

独立行政法人 労働者健康安全機構 

健康保険組合連合会 

全国健康保険協会 

社会保険診療報酬支払基金 

各都道府県後期高齢者医療広域連合（47 カ所） 

財務省主計局給与共済課 

文部科学省高等教育局医学教育課 

文部科学省初等中等教育局財務課 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課 

総務省自治行政局公務員部福利課 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 

警察庁長官官房教養厚生課 

防衛省人事教育局 

大臣官房地方課 

医政局医療経営支援課 

保険局保険課 

労働基準局補償課 

労働基準局労災管理課 



保医発 0925 第３号 

令和６年９月 25 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

厚生労働省保険局医療課長      

（ 公 印 省 略 ）       

 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める 

掲示事項等の一部改正等について 

 

 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成

18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が令和６年厚生労働省告

示第303号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりです。 

また、掲示事項等告示の一部改正に伴い、関係通知を下記のとおり改正しますので、併

せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 掲示事項等告示の一部改正について 

掲示事項等告示第 10 第１号の「療担規則第 20 条第２号ト及び療担基準第 20 条第３号

トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」であるビメキズマブ

製剤について、「四週間に一回投与する場合に限る」を「四週間を超える間隔で投与する

場合を除く」に改めたものであること。 

 

２ 関係通知の一部改正について 

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の

一部改正等について」（令和５年４月 28 日付け保医発 0428 第３号）の記の３の①中「４

週間に１回投与する場合に限ること」を「４週間を超える間隔で投与する場合は認めら

れないこと」に改める。 

 



（参考：新旧対照表） 

 

◎「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」（令和５年４月28日付け保医発0428

第３号）の記の３ 

改 正 後 現 行 

３ 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について 

ビンゼレックス皮下注 160mg シリンジ及び同皮下注 160mg オート

インジェクター 

① 本製剤の自己注射は４週間を超える間隔で投与する場合は認

められないこと。 

②～③ (略) 

３ 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について 

ビンゼレックス皮下注 160mg シリンジ及び同皮下注 160mg オート

インジェクター 

①本製剤の自己注射は４週間に１回投与する場合に限ること。 

 

②～③ (略) 

 


